
 

熱中症対策に資する現場管理費の補正について（試行） 

 

近年の夏季における猛暑日などの気候状況による工事現場での熱中症へのリスクが更に高ま

るなど、これまで以上に現場で働く人への細やかな安全衛生対策が求められることから、工事現

場の熱中症対策に係る費用に関して現場管理費の補正を試行する。 

 

１．対象工事 

名古屋港管理組合が発注する工事のうち、主たる工種が屋外作業である工事（「誰もが

働きやすい現場環境改善工事」及び営繕工事は除く） 

ただし、主な工種が工場製作など、試行の対象とならない場合があります。 

【対象外とする例】 

現場作業期間が短い工事、現場作業が夏季に設定されない工事、屋内作業の工事 等 

 

2．積算方法 

（１）補正方法 

現場管理費率の熱中症対策補正は、工事期間中の日最高気温等の状況に応じて算出し、

現場管理費率に加算する。 

なお、熱中症対策補正は最終変更契約において行うことを基本とし、熱中症対策補正値

の算定は、次によるものとする。 

熱中症対策補正値（％） ＝真夏日率×1.2 

 

（２）現場管理費の補正 

１）２）以外の工種区分の場合 

ア 現場管理費の補正は、次によるものとする。 

対象純工事費×｛（現場管理費率×補正係数）＋補正値＋熱中症対策補正値｝ 

イ 真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下３位を四捨五入して、２位止めとする。 

  

２）請負工事積算基準（港湾編）及び（船舶および機械製造修理編）の工種区分を適用する

場合 

ア 現場管理費の補正は、次によるものとする。 

対象純工事費×（現場管理費率＋補正値＋熱中症対策補正値） 

イ 真夏日率及び熱中症対策補正値は、小数点以下３位を四捨五入して、２位止めとする。  



 

 

3．用語の定義 

（１）真夏日 

日最高気温が３０℃以上、もしくは暑さ指数（WBGT）が日最高２５℃以上の日をいう。

但し、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

 

（２）工事期間 

「工事着手日」から、「工期末前の受発注者間で協議した日」※迄の期間のうちで、準備

期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。 

なお、工事期間に年末年始を含む工事では、年末年始休暇分(12/29~1/3)として６日間、

夏季休暇分(8/14~8/16)として３日間、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を

一時中止している期間は含まない。 

※「工期末前の受発注者間で協議した日」は、監督職員が最終変更設計書の作成開始日を基本とす

る。 

 

（３）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率 ＝ 工事期間中の真夏日 ÷ 工事期間 

 

４．実施方法 

（１）発注者は熱中症対策に資する現場管理費の試行対象工事であることを特記仕様等に明

記する。 

 

（２）受注者は、契約工事における現場管理費とは別に熱中症対策費が必要と判断した場合

は、監督職員に対し気温の計測方法及び、取組内容について「打合せ簿」で提出す

る。 

 

（３）受注者は、２）で受理された日を基準日とし、基準日以降の工事記録について別紙−

１のとおり作成する。 

 

（４）受注者は、監督職員が最終変更設計書の作成開始時までに工事記録を提出する。作成

開始時期については監督員との協議とし、これ以降の真夏日日数は考慮しない。 

 

（５）監督職員は提出された工事記録及び打合簿に記載した取組内容の確認を行い、現場管理

費率（熱中症対策補正含む）を「2．積算方法」により算出し設計変更を行うものとす

る。 

  



 

 

５．気温の計測方法 

（１）計測方法 

気温は、気象庁の地上気象観測所である名古屋観測所の測定値を用いることを標準とす

る。なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）（別紙−2）を用いること

もできることとするが、その場合、WBGT が２５℃以上となる日を真夏日と見なす。 

これにより難い場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の観測方法に準拠した方法

により得られた計測結果を用いることも可とする。なお、計測に要する費用は受注者の負

担とする。 

 

●運動に関する指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．条件明示等 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温等の状況に応

じた現場管理費の補正を行う試行対象工事である旨を、特記仕様書により明示するものと

する。（「特記仕様書 記載例」参照） 

 

  



 

  



 

 

熱中症対策費を補正する場合の工事記録の作成方法 

工事記録（現場必携第５章５−３ 施工関係様式）について、図―１のとおりとする。具

体的な追記方法は記載方法①及び記載方法②のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−１ 工事記録（熱中症対策費の補正用） 

記載方法 ① 

気象庁観測地点の名古屋観測所を記載する。 

気温を計測している気象庁観測地点は表―１のとおりである。 

 

表1−気象庁観測地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙−１ 

観測所名 所在地 気温 緯度 経度

愛西 愛西市江西町川原 ○ 35°13.0′ 136°41.9′

稲武 豊田市稲武町スソガエト ○ 35°12.7′ 137°30.4′

名古屋市千種区日和町

　（名古屋地方気象台）

豊田 豊田市高町東山 ○ 35°07.9′ 137°10.6′

大府 大府市森岡町 ○ 34°59.7′ 136°56.6′

岡崎 岡崎市美合町地蔵野 ○ 34°55.1′ 137°11.6′

新城 新城市富沢字広瀬 ○ 34°54.4′ 137°31.0′

蒲郡 蒲郡市神ノ郷町上名取 ○ 34°50.7′ 137°13.0′

南知多 知多郡南知多町大字豊丘字浜見台 ○ 34°44.4′ 136°56.3′

豊橋 豊橋市神野新田町字レノ割 ○ 34°45.0′ 137°20.5′

田原市福江町金五郎坂

　（伊良湖特別地域気象観測所）

常滑市セントレア

　（中部航空地方気象台）
セントレア ○ 34°51.5′ 136°48.3′

136°57.9′

伊良湖 ○ 34°37.7′ 137°05.6′

名古屋 ○ 35°10.0′

工事期間 



 

記載方法 ② 

気象庁観測地点における最高気温の取得方法には、いくつかの方法があるが、 

ここでは、日ごとの最高気温の取得方法の一例により示す。 

はじめに下記、気象庁のページを開き、 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

記載方法①で選択した観測所地点を選択し、記入に必要な年月を指定した上で「日

ごとの値を表示」を選択する（図−２）。表示された日ごとの最高気温（図−３）を工

事記録の最高気温の欄に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−２ 選択画面例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−３ 表示画面例 

記載方法① 

の地点を選択 ここを選択 

この欄の値を 

「日最高気温」に記載 



 

 

真夏日の判断に暑さ指数（WBGT）※を用いる場合 

気象庁の地上気象観測所の気温に変え暑さ指数（WBGT）を用いる場合は環境省が公表し

ている観測地点の暑さ指数を用いることを標準とする。 

また、その場合は暑さ指数が25℃以上となる日を真夏日と見なす。 

 

※ 暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）Wet Bulb Glob Temperature） 

熱中症を予防することを目的として1954 年にアメリカで提案された指標。 単位は気温

と同じ摂氏度（℃）で示されるが、その値は気温とは異なる。暑さ指数（WBGT）は人体

と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大き

い ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の３つを取り入れた指標

である。 

  

別紙−２ 



 

 

特記仕様書 記載例 

 

熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する記載例 

 

１．本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事である。 

２．実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費の補正について（試行）」（名古屋

港管理組合HP参照）によるものとする。 

 

 

 

 


